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火
の
用
心

３
月
中
、
管
内
で
林
野
火
災
が
発
生

し
ま
し
た
。

火
を
扱
う
際
は
、

○

放
置
を
し
な
い

○

消
火
用
水
を
用
意
す
る

○

最
後
は
確
実
に
消
火
す
る

よ
う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

家
庭
ゴ
ミ
や
産
業
廃
棄

物
な
ど
の
焼
却
は
法
律
で

禁
止
さ
れ
て
お
り
、

処
罰
の
対
象
で
す
。

絶
対
にや

め
て
く
だ
さ
い
。

【悪質商法の手口～災害発生に便乗した住宅調査や保険金の請求代行の勧誘
豪雨や台風など災害に便乗し、「豪雨により家屋に被害が

ないか」「家屋の損壊があれば台風被害として保険請求が可

能」など電話や訪問による勧誘があり、依頼すると高額な

手数料等を請求されるものです。他県では調査員を名乗る

者がわざと瓦等を壊して損壊しているよう偽装する手口も

確認されています。

【利殖勧誘の最近の手口】
「元本保証」「高配当」「必ず儲かる」などの投資話は、利殖

勧誘事犯である可能性があります。

また、最近では、「暗号資産」の購入に関する相談で、「知人

から必ずもうかると言われたが、言われたとおりにもうからな

い」などといったトラブルも多く見受けられます。

【悪質商法の手口】～訪問購入
電話で「いらない靴や衣類はないか。」と言われ、引き取

りを依頼したところ、訪問した事業者から、「貴金属はない

か。」としつこく告げられ、仕方なく指輪を出したところ、

高価な指輪を安値で買い取られてしまった。

※訪問購入についてはクーリング・オフ（８日以内）ができます。

生
活
経
済
事
犯
の
未
然
防
止
！

点
検
商
法
に
注
意

４
月
中
、
管
内
の
民
家
に

「
配
管
の
点
検
を
行
っ
て
い
ま
す
。
」

と
電
話
が
あ
り
、
後
日
訪
れ
た
点
検
業
者

が
床
下
に
潜
っ
た
後
、
破
損
し
た
配
管
の

写
真
を
見
せ
て
高
額
な
修
理
代
を
請
求
す

る
事
案
が
あ
り
ま
し
た
。

電
話
勧
誘
や
訪
問
業
者
に
点
検
を
依
頼

す
る
の
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

修
繕
契
約
を
結
ん
で
し

ま
っ
て
も
、
ク
ー
リ
ン
グ

オ
フ
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。


